
指定ごみ袋等保管・受注・管理および配送業務仕様書 

 

１ 業務概要 

この仕様書は、守山市（以下「市」という。）が受注者に委託する指定ごみ袋等保管・

受注・管理および配送業務を行うにあたり必要な事項を定める。 

 

２ 履行期間 

令和８年７月１日から令和９年３月31日まで 

 

３ 業務にかかる基本的事項 

(１)  市が取扱を委託する品目 

次のアおよびイに掲げるものとし、以下これらを「指定ごみ袋等」という。 

ア 指定ごみ袋 

①  種類 

焼却ごみ類、破砕ごみ類を収納する指定のごみ袋。なお、指定ごみ袋の種類の変

更があった場合は、市の指示に従うこと。 

②  納品形態 

市が別途契約する守山市指定ごみ袋製造請負業者（以下「製造請負業者」という。）

によりダンボール箱に梱包されており、梱包箱の予定寸法、重量は別表１のとおり

とする。焼却ごみ指定ごみ袋(大)および(中)については１箱あたり 50 袋、焼却ご

み袋(小)については１箱あたり 30 袋、破砕ごみ袋(大)および(小)は１箱あたり 25

袋で梱包しており、外装袋１袋は全種類とも指定ごみ袋 10 枚入りとする。 

 

イ 粗大ごみ処理券 

①  種類 

粗大ごみ収集時に貼付する券。 

②  納品形態 

粗大ごみ処理券 30 枚を１冊とする。 

 

４ 保管・在庫管理、販売登録店への配送・納品を行う「指定ごみ指定袋」の種類、配送

単位、箱のサイズおよび箱の重さ 

別表１のとおりとする。 

 

５ 指定ごみ袋等の取り扱い見込み 

別表２のとおりとする。 

 



６ ごみ指定袋の保管・在庫管理  

(１)  倉庫 

指定ごみ袋等を保管するための倉庫は、滋賀県内かつ、市または近隣市町に所在す

る倉庫であること（概ね、守山市役所から半径 40 キロ圏内）。また、市または近隣市

町に所在する取扱店へ受注から別に定める配送期限までに配送できる距離内に設置

し、倉庫業法に基づく倉庫業の登録を国土交通省から受けていること。また、その所

在については、市へ報告するものとする。 

(２) 別表１に示す指定ごみ袋を保管・管理すること。また、指定ごみ袋の種類が混在し

ないよう分けて保管・管理すること。 

(３) 保管にあたっては、指定ごみ袋にカビや破損等が生じることのないよう保管環境

および取扱いに注意するとともに盗難等が生じないよう適正な保管・管理をするこ

と。 

(４) 指定ごみ袋は市の条例で定める「廃棄物処理手数料」であることを十分考慮し、

厳重に保管・管理すること。 

 

７ 保管数量 

契約期間中に市が預託する指定ごみ袋の入庫予定日および入庫予定数量は、別表３

のとおりとし、これを受け入れ保管・管理すること。 

 

８ 指定ごみ袋等の入庫 

(１) 製造請負業者から指定ごみ袋を、市から粗大ごみ処理券を受領し、倉庫に入庫す

ること。なお、在庫状況により指定ごみ袋等の不足する事由等が発生することが見

込まれる場合には、それぞれの種類ごとに適宜の入庫が必要となることがある。 

(２) 入庫に当たっては円滑かつ効率的な作業が行えるよう、市および製造請負業者と

日程や入庫方法等について、事前に十分協議して決定すること。なお、製造請負業

者との決定事項は、速やかに市に報告するものとする。 

(３) 市および製造請負業者と協議して決定した日程や入庫方法等に合わせ、事前に倉

庫内のスペースや入庫の際に使用する機器を準備するとともに、円滑かつ効率よく

入庫作業が行えるよう万全な体制を構築すること。なお、コンテナやトラック等か

らの指定ごみ袋の荷降ろしは、受注者が行うこと。 

(４) 入庫作業は、荷崩れ等により指定ごみ袋等に破損、汚損等が生じないように行う

こと。 

(５) 製造請負業者から指定ごみ袋を受領する際は、箱の数および外観を確認したうえ

で、製造請負業者が作成した受領書に受領印を押印のうえ受領すること。このとき、

箱に破損、汚損等が確認できた場合は、製造請負業者に当該箇所を指摘し、双方確

認のうえ、問題がある箱は受領箱数に含めず、問題のない箱と区別して一時保管し、



市および製造請負業者の担当者に連絡のうえ、市の指示に従うこと。なお、確定し

た受領箱数は、速やかに市に報告するものとする。 

(６) 指定ごみ袋の仕様を確認する検品については、市により実施する。各指定ごみ袋

について搬入した単位（日時およびコンテナ、トラック等搬入単位）を把握できる

ようにするとともに、市の指示に応じて速やかに検品用の指定ごみ袋を取り出せる

ようにすること。なお、検品作業実施時、立会いのうえ搬入時に確認している箱の

破損等を市の担当者に提示すること。 

(７) 指定ごみ袋の納品の際に使用したパレットは、使用後受注者が適正に処理するこ

と。  

 

９ 指定ごみ袋等の受注業務 

「守山市指定ごみ袋等注文書」（以下「注文書」という。）（別表５）により、取扱

店から指定ごみ袋等の注文を受け付けること。受注単位は、箱または冊単位とす

る。注文書には、取扱店コード、取扱店名、電話番号、納入先住所を予め記入し

て、全ての取扱店に初回発注以前に配付すること。 

取扱店の詳細な情報については、市から業務開始までに提示することとし、取扱店

の追加や変更があった場合も同様とする。なお、注文書は、市と受注者が協議のうえ

作成するものとし、市が必要と認めた場合は、随時内容を変更することができる。 

(１)  注文受付 

ア 受注方法 

取扱店からの受注は、原則として電話またはファクシミリにより行うものとする。 

イ 受注を行う日時等 

受注業務は、緊急時を除き、原則として年末年始（12 月 29 日から１月３日まで）

および国民の祝日に関する法律に規定する休日を除く月曜日から金曜日までの午前

９時から午後５時までとする。 

発注の締め切りは、毎週月曜日（祝日、年末年始を除く。月曜日が祝日の場合は

翌営業日）の午後０：００（正午）で締め切り、注文を確定させる。注文スケジュ

ールは令和８年度指定ごみ袋等配送計画（別表８）を参照すること。 

ウ 受注および配送に関する問合せ対応等 

取扱店からの問合せに適切に対応する。取扱店からの受注内容に疑義がある場合

は、取扱店へ直接連絡のうえ、受注数量等を確認し、配送に誤りのないようにする

こと。 

10 指定ごみ袋等の配送業務 

(１)  配送先 

ア 配送業務の対象となる指定ごみ袋等配送先は、守山市および近隣市町に所在する

取扱店約 70 箇所（別表６）とする。なお、指定ごみ袋等配送先の詳細な情報につい



ては、市から業務開始までに提示することとし、指定ごみ袋等の配送先の追加や変

更があった場合も同様とする。  

イ 市の指示または配送先から不良品等の回収の申し出があった場合は、速やかに

回収し、在庫とは別に適正に保管すること。 

 

(２)  販売登録店への配送納品 

ア 受注した指定ごみ袋の納品は、原則毎週火曜日（祝日、年末年始を除く。月曜

日が祝日の場合は翌々営業日、火曜日が祝日の場合は翌営業日）に行うこと。一

部店舗は時間の指定等があるため対応すること。配送スケジュールは別紙令和８年

度指定ごみ袋等配送計画を参照すること。 

配送納品の際は受注者が発行する納品書・受領書（受注者控え）、受領書（市控

え）の受け渡しを行うこと（別表７）。納品書には受注者の印を押印したものを

販売登録店に交付し、受領書には販売登録店の受領印を押印したものを必ず受け取

ること。配送のトラックについては、１台で回ることとする。 

イ 配送および出庫に係る料金は、納品をもって発生するものとする。 

 

11 業務実績報告 

受注者は、次に掲げる報告書を月締めで取扱店ごとに取りまとめ作成し、市に報告

するものとする。なお、報告書の様式については、市と協議のうえ決定すること。

また、下記の（１）、（２）はエクセルファイル等の電子データでも提出すること。 

（１）入出庫および在庫数量報告書 

（２）月別取扱店別配送実績報告書 

（３）取扱店受領書（市控え） 

実績報告については、取扱月の翌月５日までに市に報告することとする。 

 

12 検査および調査 

(１) 市が委託する業務について、立ち入り検査および調査の必要があるときは、速や

かに応じるとともに、必ず同席すること。 

(２) 市が、取扱店への立ち入り検査等を実施する際に、協力を求められた場合は、検

査に立ち会うなど協力すること。 

 

13 委託料の支払 

(１) 受注者は、毎月の業務を完了したときは、遅滞なく、業務完了報告書を提出し、

市がこれを正当と認めたときは、その日から 30 日以内に市に毎月の実績件数に

応じた委託料の支払いを請求するものとする。 

(２) 市は、前項の支払請求があったときは、その日から 30 日以内に受注者に毎月の



実績件数に応じた委託料を支払うものとする。 

(３) 予算の増減等による契約の変更等があり得るので留意すること。 

 

14 その他 

(１)  情報管理、秘密保持 

ア 本業務を適正かつ円滑に行うために、本業務に関する情報を常に整理するとと

もに、情報の管理に当たっては、改ざん、漏えい等が生じないようにセキュリティ

ー対策に万全を尽くすこと。 

イ 受注者は、指定ごみ袋等取扱店の情報をはじめとして、業務上知り得た情報は、

業務を行うこと以外の目的に使用してはならない。 

ウ 受注者は、業務上知り得た情報を一切ほかに漏らしてはならない。また、当該

契約期間終了後も同様とする。 

(２)  契約方法 

下記項目ごとの単価契約とする。 

  ア 指定ごみ袋の保管料金（毎月末箱数）、入庫料金(箱)、受注業務（月）、出庫料

金（箱）および配送料金（箱） 

  イ 粗大ごみ処理券の保管料金（毎月末冊数）、入庫料金(冊)、出庫料金（冊）およ

び配送料金（冊） 

(３) その他 

市が指示する販売登録店以外の事業所等へ配送してはならない。 

住民への販売は行ってはならない。 

本業務遂行上事故があったときは、受注者の責任において対処するものとし、荷

崩、紛失、焼失等の損害が生じたときは賠償しなければならない。ただし、不良品

など受注者の責任でないものは、この限りでない。 

この仕様に定めのない事項について疑義が生じたときは、必要に応じて協議し定め

るものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１  

種 類 規 格 配送単位 箱(冊)のサイズ（mm） 箱(冊)の重さ 

焼却ごみ指定袋 

(大)(45Ｌ) 500枚/箱 D280×W350×H270 約17kg 

(中)(30Ｌ) 500枚/箱 D285×W490×H170 約11.8kg 

(小)(15Ｌ) 300枚/箱 D265×W410×H100 約4.6kg 

破砕ごみ指定袋 

(大)(45Ｌ) 250枚/箱 D270×W355×H225 約14.2kg 

(小)(30Ｌ) 250枚/箱 D255×W280×H190 約7.7kg 

粗大ごみ処理券 30枚/冊 D90×W140×H5 約0.065kg 

※指定袋の規格、箱(冊)のサイズ、重さは変更の可能性があります。 

 

別表２  

１ 市が購入する指定ごみ袋の予定数量 

種類 
予定数量 

令和８年７月～令和９年３月 

焼却ごみ袋(大)（500枚入） 1,680箱 

焼却ごみ袋(中)（500枚入） 2,100箱 

焼却ごみ袋(小)（300枚入） 1,820箱 

破砕ごみ袋(大)（250枚入）  210箱 

破砕ごみ袋(小)（250枚入）     0箱 

計 5,810箱 

 

２ 市が購入する粗大ごみ処理券の予定数量 

種類 
予定数量 

令和８年７月～令和９年３月 

粗大ごみ処理券（30枚）    480冊 

 

 

 

 



別表３  

１.指定ごみ袋入出庫予定数 

  
各月入庫数 

（月 1 回納品） 

１月当たりの 

予定出庫箱数 

各月末 

予定保管数 

期首 - - 770 箱 

7 月 812 箱 548 箱 1,034 箱 

8 月 800 箱 548 箱 1,286 箱 

9 月 762 箱 685 箱 1,363 箱 

10 月 562 箱 548 箱 1,377 箱 

11 月 692 箱 548 箱 1,521 箱 

12 月 572 箱 548 箱 1,545 箱 

1 月 454 箱 548 箱 1,451 箱 

2 月 632 箱 548 箱 1,535 箱 

3 月（期末） 524 箱 685 箱 1,374 箱 

合計 5,810 箱 5,206 箱 12,486 箱 

 

２.粗大ごみ処理券入出庫予定数 

 各月 

入庫数 

１月当たりの 

予定出庫冊数 

各月末 

予定保管数 

期首 - - 235 冊 

7 月  44 冊 191 冊 

8 月 160 冊 44 冊 307 冊 

9 月  55 冊 252 冊 

10 月  44 冊 208 冊 

11 月 160 冊 44 冊 324 冊 

12 月  44 冊 280 冊 

1 月  44 冊 236 冊 

2 月 160 冊 44 冊 352 冊 

3 月（期末）  55 冊 297 冊 

合計 480 冊 418 冊 2,447 冊 

 

 

 

 

 

 



別表４  

期首および期末予定保管数 

 焼却ごみ

袋(大) 

焼却ごみ 

袋(中) 

焼却ごみ

袋(小) 

破砕ごみ

袋(大) 

破砕ごみ

袋(小) 

粗大ごみ

処理券 

重さ 

（kg） 

重さ 約 17 ㎏ 約 11.8 ㎏ 約 4.6 ㎏ 約 14.2 ㎏ 約 7.7 ㎏ 約 0.065 ㎏ － 

期首 153 箱 125 箱 254 箱 98 箱 140 箱 235 冊 約 7,730kg 

期末 313 箱 553 箱 364 箱 118 箱 26 箱 297 冊 約 15,416kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表５  

 

発注先

販売店名

住所

ＴＥＬ

大

（50袋/箱）

大

（25袋/箱）

中

（50袋/箱）

小

（25袋/箱）

小

（30袋/箱）

■受付時間 　　　９：００～１７：００（土・日・祝日を除く／ＦＡＸは２４時間受付）

■注文方法 　　　原則として、この用紙を使用してください。（ＦＡＸがなければＴＥＬ）

■注文単位 　　　箱・冊単位で注文してください

■配達日

ただし、祝日、年末年始を除く。月曜日が祝日の場合は翌々営業日、火曜日が祝日の場合は翌営業日

■その他 　　　発注した数量を変更する場合は、備考欄にその旨をお書きください。

　　　定休日の都合で、荷受できない日があれば、備考欄に記入してください。

箱

箱

冊

焼却ごみ指定袋

破砕ごみ指定袋

粗大ごみ処理券　（30枚/冊）

箱

箱

箱

令和８年度 　守　山　市　指　定　袋　等　注　文　書

配

達

先

ＦＡＸ　

注文日 　　　令和　　　　年　　　　　　　月　　　　　　　　日　（　　　　　　）

ＴＥＬ　０７７－５８４－４６９２　

注

　

意

　

事

　

項

　　　月曜日の午前中までの注文分を原則当週の火曜日に配送します。

問い合わせ先

その他全般に関するお問い合わせ先：守山市　　環境生活部　　ごみ減量推進課

備

考

発注・配送に関するお問い合わせ先：

ＴＥＬ                                   　FAX　



別表６  

指定ごみ袋等の配送先（令和８年３月 31 日時点） 

守山学区 

 店舗名 所在地 

１ 三野紙店 守山一丁目 

２ ウェルシア守山今宿店 今宿四丁目 

３ 西友守山店 勝部一丁目 

４ 生活協同組合コープしがコープもりやま 勝部三丁目 

５ スギ薬局守山東店 勝部五丁目 

６ ローソン守山勝部五丁目店 勝部五丁目 

７ キリン堂守山駅前店 梅田町 

８ キリン堂守山梅田店 梅田町 

９ ファミリーマート守山梅田町店 梅田町 

10 セブンイレブンハートイン JR 守山駅西口店 梅田町 

11 平和堂フレンドマート守山駅前店 梅田町 

12 伊勢自治会 伊勢町 

13 ファミリーマート守山阿村町店 阿村町 

14 平和堂丸善守山店 古高町 

15 セブンイレブン守山古高町店 古高町 

16 ドラッグユタカ守山店 古高町 

17 業務スーパー守山古高店 古高町 

 

吉身学区 

 店舗名 所在地 

18 セブンイレブン守山成人病センター前店 下之郷一丁目 

19 セブンイレブン守山吉身五丁目店 吉身一丁目 

20 スギ薬局守山店 吉身三丁目 

21 セブンイレブン市民病院前店 守山四丁目 

22 ウエルシア滋賀守山店 守山六丁目 

23 バロー守山駅東店 浮気町 

24 セブンイレブン守山駅東口店 浮気町 

 

 

 

 



小津学区 

 店舗名 所在地 

25 セブンイレブン守山市民ホール前店 金森町 

26 ファミリーマート守山金森町店 金森町 

27 株式会社アヤハディオ守山店 金森町 

28 薬マツモトキヨシ ハズイタウン守山店 金森町 

29 ローソン守山山賀店 欲賀町 

30 バロー草津下物店 草津市 

 

玉津学区 

 店舗名 所在地 

31 辻伝商店 赤野井町 

32 株式会社いづみや 赤野井町 

33 矢島自治会 矢島町 

34 ロイヤルホームセンター守山 矢島町 

35 セブンイレブン守山石田町店 石田町 

 

河西学区 

 店舗名 所在地 

36 平和堂アルプラザ守山 播磨田町 

37 平和堂フレンドマートスマート河西店 播磨田町 

38 ファミリーマート守山播磨田町店 播磨田町 

39 キリン堂守山播磨田店 播磨田町 

40 セブンイレブン守山播磨田町店 播磨田町 

41 ラ・ムー守山店 播磨田町 

42 ドラッグユタカ守山播磨田店 播磨田町 

43 カネスエ守山店 播磨田町 

44 ファミリーマート守山小島町店 小島町 

45 バロー守山小島店 小島町 

46 ゲンキー小島店 小島町 

47 ローソン守山荒見町店 荒見町 

48 クスリのアオキ川田店 川田町 

 

 

 



速野学区 

 店舗名 所在地 

49 JA レーク滋賀守山営農経済センター 洲本町 

50 守山環整株式会社 洲本町 

51 ファミリーマート守山洲本町店 洲本町 

52 ローソン琵琶湖大橋東詰店 水保町 

53 スター守山水保店 水保町 

54 セブンイレブン琵琶湖大橋東口店 水保町 

55 平和堂フレンドマート守山水保店 水保町 

56 セブンイレブン守山水保町店 水保町 

57 キリン堂守山水保店 水保町 

58 ローソン水保店 水保町 

59 美崎自治会 今浜町 

60 TOKUYA ピエリ店 今浜町 

61 薬マツモトキヨシピエリ守山店 今浜町 

 

中洲学区 

 店舗名 所在地 

62 服部自治会 服部町 

63 セブンイレブン守山立田町店 立田町 

64 有限会社辻牧場 立田町 

65 ザ・ビッグエクストラ野洲店 野洲市 

 

公共施設 

 施設名 所在地 

66 ごみ減量推進課 

（もりやまエコパーク交流拠点施設内） 

環境学習都市宣言

記念公園 1-1 

67 市役所市民協働課 吉身二丁目 

68 守山会館 今宿二丁目 

69 吉身会館 吉身三丁目 

70 小津会館 欲賀町 

71 玉津会館 矢島町 

72 河西会館 今市町 

73 速野会館 水保町 

74 中洲会館 幸津川町 



別表７  

守山市指定袋 引渡し書 
令和 年 月 日  

守 山 市 環 境 生 活 部 ご み 減 量 推 進 課 

〒524-0216 滋賀県環境学習都市宣言記念公園１番地１ 

TEL(077)584-4692  FAX(077)584-4818 

                          店  

  下記のとおり在庫を引き渡しました。 

品  名 数 量 品  名 数 量 

焼却ごみ袋（大） 袋 破砕ごみ袋（大） 袋 

焼却ごみ袋（中） 袋 破砕ごみ袋（小） 袋 

焼却ごみ袋（小） 袋 粗大ごみ処理券 枚 

 

 

 
守山市指定袋 受領書 

令和 年 月 日  
           店 様 

   守 山 市 環 境 生 活 部 ご み 減 量 推 進 課 

〒524-0216 滋賀県環境学習都市宣言記念公園１番地１ 

TEL(077)584-4692  FAX(077)584-4818 

 

  下記のとおり在庫を受け取りました。 

品  名 数 量 品  名 数 量 

焼却ごみ袋（大） 袋 破砕ごみ袋（大） 袋 

焼却ごみ袋（中） 袋 破砕ごみ袋（小） 袋 

焼却ごみ袋（小） 袋 粗大ごみ処理券 枚 

 

確  認  欄  



日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 1 2 3
配送

5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10
注文締切
(正午まで)

配送 納品(予定) 注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

配送

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17
注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

祝日 配送 注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

祝日 注文締切
(正午まで)

配送

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24
祝日 注文締切

(正午まで)
配送 注文締切

(正午まで)
配送 納品(予定) 祝日 祝日 祝日 配送 注文締切

(正午まで)
配送 納品(予定)

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31
注文締切
(正午まで)

配送 30 31 配送 注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

配送

日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土 日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 5 6
注文締切
(正午まで)

祝日 配送 配送 祝日 注文締切
(正午まで)

配送

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9 7 8 9 10 11 12 13
注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

配送 祝日

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20
注文締切
(正午まで)

配送 納品(予定) 注文締切
(正午まで)

配送 納品(予定) 祝日 注文締切
(正午まで)

配送 注文締切
(正午まで)

配送 納品(予定)

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27
祝日 注文締切

(正午まで)
配送 注文締切

(正午まで)
配送 注文締切

(正午まで)
配送 納品(予定) 注文締切

(正午まで)
祝日 配送

29 30 27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28
注文締切
(正午まで) 31 注文締切

(正午まで)
配送

日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6
注文締切
(正午まで)

配送

7 8 9 10 11 12 13
注文締切
(正午まで)

配送

14 15 16 17 18 19 20
注文締切
(正午まで)

配送 納品(予定)

21 22 23 24 25 26 27
祝日 祝日 注文締切

(正午まで)
配送

28 29 30 31
注文締切
(正午まで)

配送

※当該日程に関わらず、配送日が荒天の場合等のやむ得ない事情がある場合は、配送日の週の金曜日までに配送いたします。その際は、事前に連絡いたします。

３月

12月

令和８年度指定ごみ袋等配送計画

７月 ８月 10月

２月11月 １月

９月

別表８


